
 

 

 

 

 

 

発電用原子炉設置者１１社からの発電用原子炉の 

設置変更許可について（答申）（案） 
 

CO707269
テキストボックス
第34回原子力委員会資料第3号



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東北電力株式会社東通原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

1



（別紙） 
 

東北電力株式会社東通原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」と

いう。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適

用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

2



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号及び３号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５２号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

3



（別紙） 
 

東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号及び３号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定す

る許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

4



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東京電力ホールディングス株式会社東通原子力発電所の発電用原子

炉の設置変更許可（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５３号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

5



（別紙） 
 

東京電力ホールディングス株式会社東通原子力発電所の発電用原子

炉の設置変更許可（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定す

る許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

6



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号、４号、５号及び６号発

電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５４号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

7



（別紙） 
 

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号、４号、５号及び６号発

電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」とい

う。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用

について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

8



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉の

使用済燃料の処分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５５号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

9



（別紙） 
 

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉の

使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」という。）第４３条の

３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

10



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号、４号、５号、６号及び

７号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）について（答

申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５６号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

11



（別紙） 
 

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電用

原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号、４号、５号、６号及び

７号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」

という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の

適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

12



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号、３号、４号及び５号発電用原子炉の使用済燃料の処

分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５７号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

13



（別紙） 
 

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号、３号、４号及び５号発電用原子炉の使用済燃料の処

分の方法の変更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第

１号に規定する許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

14



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

北陸電力株式会社志賀原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に

ついて（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５８号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

15



（別紙） 
 

北陸電力株式会社志賀原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に

関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

16



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号及び３号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５９号をもって意見照会の

あった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

である。 
  

17



（別紙） 
 

中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号、２号及び３号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変

更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定す

る許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

18



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更

許可（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）について

（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１０号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

19



（別紙） 
 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更

許可（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、

「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の

基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

20



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に

ついて（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１１号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

21



（別紙） 
 

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に

関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 
 

22



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

電源開発株式会社大間原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１２号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

23



（別紙） 
 

電源開発株式会社大間原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（発電用原子炉の使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」と

いう。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適

用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

24



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

関西電力株式会社美浜発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号及び３号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）につい

て（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１５号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

25



（別紙） 
 

関西電力株式会社美浜発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号及び３号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）に関す

る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、

「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の

基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

26



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

関西電力株式会社高浜発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）

について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１６号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

27



（別紙） 
 

関西電力株式会社高浜発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）

に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する

許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

28



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

関西電力株式会社大飯発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）

について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５１９号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

29



（別紙） 
 

関西電力株式会社大飯発電所発電用原子炉設置変更許可（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）

に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する

許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

30



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

九州電力株式会社玄海原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方

法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５２０号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

31



（別紙） 
 

九州電力株式会社玄海原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方

法の変更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（以下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に

規定する許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）に

ついて（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５２１号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

33



（別紙） 
 

九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可

（１号及び２号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）に

関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 

34



（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、

２号及び３号使用済燃料の処分の方法の変更）について（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５２２号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

35



（別紙） 
 

四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、

２号及び３号使用済燃料の処分の方法の変更）に関する核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「法」とい

う。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用

について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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（案） 
 

番       号 
年   月   日 

 
原子力規制委員会 宛 
 
 
 

原子力委員会委員長 
 
 
 

北海道電力株式会社泊発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、

２号及び３号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）につ

いて（答申） 
 
平成２８年１０月５日付け原規規発第１６１００５２３号をもって意見照会

のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（以下、「法」という。）第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用については、別紙のとお

りである。 
  

37



（別紙） 
 

北海道電力株式会社泊発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、

２号及び３号発電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）に関

する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下、「法」という。）第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用について 
 
 
本件申請については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律の施行に伴う使用済燃料の処分の方法に関する変更によるものであ

り、発電用原子炉については変更がなく、使用済燃料は法に基づき指定を受け

た国内再処理事業者において再処理を行うこと、海外において再処理が行われ

る場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の再処理事業者において実施することとされている。これらのことから、

当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められ

るとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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